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報道関係者 各位 

 

 

平成 28年 障害者雇用状況の集計結果 
 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対し常時雇用する従業員の一定割合

以上の障害者の雇用を義務づけており、群馬労働局（局長 半田和彦）においては、法定雇用

率未達成の企業・公的機関等に対し雇用率達成指導を強力に推進するとともに、同法に基づき、

対象となる県内の企業・公的機関等から６月１日現在における障害者の雇用状況についての報

告を求めています。 

今般、この「障害者雇用状況」に関する平成２８年の集計結果をとりまとめましたので、公

表します。 

 

 

 

《集計結果のポイント》 

 
【民間企業（法定雇用率 2.0 ％）】（対象企業数：1,336社） 
 

〇 法定雇用率達成企業の割合は、前年（５２．３％）を４．１ポイント上回る５６．４％
となった。 

 
※ 全国平均は４８．８％で、全国順位は２５位となった。（前年３０位） 

 
 

〇 企業法定雇用率を満たす企業の増加に伴い、雇用障害者数が４，７８２．５人（前年
の４，４７９．５人から３０３．０人増加）、実雇用率が１．９０％（前年１.８０％か
ら０．１ポイント上昇）と、いずれも過去最高を更新。 
 
※  実雇用率の順位は３４位タイ。（前年４６位） 

全国平均の実雇用率は１．９２％と、前年から０．０４ポイント上昇した。 
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【公的機関（法定雇用率 2.3 ％、又は 2.2 ％）】 

 
〇 群馬県（対象機関数：４機関） 

 

実雇用率は２．３８％（前年２．４３％）と法定雇用率を上回った。 
 
 

〇 市町村（対象機関数：３４市町村） 
 

市町村全体の実雇用率は２．４２％ 。（前年２．３６％） 
１機関で法定雇用率が未達成となった。 

 
 

〇 教育委員会（対象機関数：７教育委員会） 
 

群馬県教育委員会の実雇用率は２．２９％（前年２．２１％）と前年より上昇し、
法定雇用率は達成した。 
市町村の教育委員会全体の実雇用率は２．３２％（前年２．４６％）で、全ての教

育委員会で法定雇用率は達成した。 
 
 
 
 
 
 【独立行政法人（法定雇用率 2.3 ％）】 
 

〇 独立行政法人（対象機関数：３機関） 
   

独立行政法人全体の実雇用率は２．２２％（前年２．２１％）だが、法定雇用率の未
達成の法人はなかった。（※） 
 

※ 実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０．０人となることがあり、この場合は 
法定雇用率達成となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 雇用障害者数については、重度身体障害者又は重度知的障害者（いずれも短時間労働者以外）

については、その１人の雇用をもって２人分としてカウントされる。 
また、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０

時間以上３０時間未満）については１人分として、身体障害者（重度以外）、知的障害者（重度
以外）又は精神障害者である短時間労働者については０．５人分としてカウントされる。 







５ 

◎ 法定雇用率とは 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 

それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならな 

いこととされている。 

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害 

者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は 

雇用率に算定することができる）。 

 

一般の民間企業・・・・・・・・・・・・・・・・２．０％   

（５０人以上規模の企業）  

            独立行政法人・・・・・・・・・・・・・・・・・２．３％   

（労働者数４３．５人以上規模の独立行政法人、 

国立大学法人等） 

 

○ 国、地方公共団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．３％ 

（４３.５人以上規模の機関） 

 

○ 都道府県等の教育委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．２％ 

（４５.５人以上規模の機関） 

 

 （カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の 

障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。） 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

             身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数      

                   ＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数 

     障害者雇用率 ＝                 

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

 

※ 国等の公的機関における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を 

下回らない率をもって定めることとされている。 

 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、 

     ２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 
 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働 

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については１人分として、身体障害 

者（重度以外）、知的障害者（重度以外）又は精神障害者である短時間労働者に 

ついては0.5人分としてカウントされる。 

○ 民間企業・・・ 



６ 

◎ 民間企業に対する障害者雇用率達成指導の流れ 

 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 

「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、 

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

 

 

【指導実績】 

○ 平成２７年度の実績 

＊「雇入れ計画作成命令」の発出        ８社 

＊雇入れ計画の「適正実施勧告」        ０社 

 

○ 雇入れ計画を実施中の企業     ５社（２７年度末現在） 

 

 

 

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） （障害者雇用促進法 第 43条第 7項） 

雇入れ計画作成命令（２年計画） 

企 業 名 の 公 表 

特  別  指  導 

雇入れ計画の適正実施勧告 

翌年 1月を始期とする 2年間の計画

を作成するよう、公共職業安定所長が

命令を発出 

（同法第 46条第 1項） 

計画の実施状況が悪い企業に対し、 

適正な実施を勧告（計画 1年目 12月） 

（同法第 46条第 6項） 

雇用状況の改善が特に遅れている企 

業に対し、公表を前提とした特別指導 

を実施（計画期間終了後に９ヶ月間） 

（同法第 47条） 



１ 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.0％）

251,922.5 人 4,782.5 人 1.90 % 754 / 1,336 56.4 %

( 249,358.5 人 ) ( 4,479.5 人 ) ( 1.80 % ) ( 697 / 1,333 ) ( 52.3 % )

24,650,200.5 人 474,374.0 人 1.92 % 43,569 / 89,359 48.8 %

( 24,122,923.0 人 ) ( 453,133.5 人 ) ( 1.88 % ) ( 41,485 / 87,935 ) ( 47.2 % )

２ 県、地方公共団体における在職状況

(1) 県の機関(法定雇用率2.3％)

計 5,982.0 人 142.5 人 2.38 % 4 / 4 100.0 %

群馬県
知事部局

4,587.0 人 110.0 人 2.40 % 1 / 1 100.0 %

その他の
県機関

1,395.0 人 32.5 人 2.33 % 3 / 3 100.0 %

(2) 市町村等の機関（法定雇用率2.3％）

計 14,243.0 人 346.5 人 2.43 % 37 / 38 97.4 %

市町村 13,777.0 人 334.0 人 2.42 % 33 / 34 94.1 %

教育委員会 142.0 人 4.0 人 2.82 % 1 / 1 100.0 %

その他機関 324.0 人 8.5 人 2.62 % 3 / 3 100.0 %

(3) 法定雇用率2.2％が適用される教育委員会（法定雇用率2.2％）

計 13,300.5 人 304.0 人 2.29 % 6 / 6 100.0 %

群馬県
教育委員会

11,461.0 人 262.0 人 2.29 % 1 / 1 100.0 %

市町村
教育委員会

1,839.5 人 42.0 人 2.28 % 5 / 5 100.0 %

３ 地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.3％）

計 270.5 人 6.0 人 2.22 % 3 / 3 100.0 %

注 １

２

３

４

５

総括表

法定雇用率２.２％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び（任命権者が教育長である等）一定の
市町村の教育委員会である。

③ 実雇用率

２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数等を除いた
職員数である。

④ 法定雇用率達成企業の数 ⑤達成割合

平成２８年６月１日現在における障害者の雇用状況

④ 法定雇用率達成機関の数

群馬県

全国

⑤ 達成割合

④ 法定雇用率達成機関の数

③ 実雇用率

各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、
身体障害者（重度以外）、知的障害者（重度以外）又は精神障害者である短時間労働者については法律上１人を
０.５人に相当するものとして０.５カウントを行っている。

④ 法定雇用率達成機関の数 ⑤ 達成割合

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率達成機関の数
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数

（ ）内は、平成２７年６月１日現在の数値である。

１の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体
障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定めら
れた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

⑤ 達成割合③ 実雇用率

⑤ 達成割合
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数 ③ 実雇用率
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 １ 民間企業における雇用状況（法定雇用率２．０％）

(1) 概況
① 概況

① ③ 障害者の数 ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
群馬県 1,336 251,922.5 1,194 2,067 163 329 4,782.5 589.5 1.90 754 56.4

（ 1,333 ）（ 249,358.5 ）（ 1,124 ）（ 1,910 ）（ 163 ）（ 317 ）（ 4,479.5 ）（ 532.5 ）（ 1.80 ）（ 697 ）( 52.3 )

② 障害種別雇用状況

注１ ①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。
2 ②③のａ欄の重度障害者については、法律上1人を2人に相当するものとしており、各ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。
3 ④ｄ欄の短時間労働者については、法律上１人を０．５人に相当するものとしており、ｅ欄を算出するに当たり０．５カウントとしている。
4 ②③のａ、ｂ欄及び④のｃ欄は１週間の所定労働時間が３０時間以上の労働者であり、②③のｃ、ｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者である。
5 ②③④のｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成２７年６月２日から平成２８年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
6  （ ）内は平成２７年６月１日現在の数値である。

⑥
法定雇用
率達成企
業の割合

法定雇用率
達成企業の
数

Ｆ．うち新規雇
用分

実雇用率
Ｅ÷②×100

区分

②
法定雇用障害
者数の算定の基
礎となる労働者
数

企業数 Ａ.重度身
体障害者
又は重度知
的障害者

Ｅ． 計
Ａ×２＋Ｂ＋
Ｃ＋Ｄ×0.5

Ｂ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者又は精神
障害者

C.重度身体
障害者又は
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｄ.身体（重
度以外）、知
的（重度以
外）又は精
神である短
時間労働者

注１ 

 

２ 

 

３ 

 
４ 

 
５ 

 

 

 

 F欄の「うち新規雇用分」は、平成２７年６月２日から平成２８年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 

 

 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業すること 

 が困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。  

 

 Ａ、Ｂ欄は１週間の所定労働時間が３０時間以上の労働者であり、Ｃ、Ｄ欄は1週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者である。 

 

 ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、法律上１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブル 

カウントを行い、Ｄ欄の「身体（重度以外）、知的（重度以外）又は精神障害者である短時間労働者」については、法律上１人を０．５人に相当する 

ものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり０．５カウントを行っている。 
 
 

 

 （ ）内は平成２７年６月１日現在の数値である。 

 

  

 

詳
細

表
 

 

８
 

②身体障害者の数 ③知的障害者の数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

群馬県 4,782.5 945 1,257 78 100 3,275.0 343.0 249 532 85 97 1,163.5 143.0 278 132 344.0 103.5

（ 4,479.5 ）（ 889 ）（ 1,230 ）（ 81 ）（ 113 ）（ 3,145.5 ）（ 323.0 ）（ 235 ）（ 468 ）（ 82 ）（ 91 ）（ 1,065.5 ）（ 138.0 ） ( 212 )( 113 )( 268.5 ) ( 71.5 )

c.精神障害
者

d．精神障
害者である
短時間労働
者

e． 計
c＋d×0.5

④精神障害者の数

f．うち新規
雇用分

f．うち新規
雇用分

b．重度以
外の身体障
害者

a.重度身体
障害者

区分
①
障害者の数 f．うち新規

雇用分

e． 計
a×２＋b＋
c＋ｄ×0.5

c． 重度
身体障害者
である短時
間労働者

ｄ． 重度以
外の身体障
害者である
短時間労働
者

a.重度知的
障害者

b．重度以
外の知的障
害者

c． 重度
知的障害者
である短時
間労働者

ｄ． 重度以
外の知的障
害者である
短時間労働
者

e． 計
a×２＋b＋
c＋ｄ×0.5



(２） 企業規模別の雇用状況
① 概況

① ③ 障害者の数 ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 1,336 251,922.5 1,194 2,067 163 329 4,782.5 589.5 1.90 754 56.4

（ 1,333 ) （ 249,358.5 ) （ 1,124.0 ) （ 1,910.0 ) （ 163.0 ) （ 317.0 ) （ 4,479.5 ) （ 532.5 ) （ 1.80 ) （ 697.0 ) （ 52.3 )

人 企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
50～99 652 45,466.5 155 316 27 58 682.0 82.0 1.50 343 52.6

（ 667 ) （ 46,608.0 ) （ 162 ) （ 320 ) （ 30 ) （ 52 ) （ 700.0 ) （ 84.5 ) （ 1.50 ) （ 341 ) （ 51.1 )

100～199 400 52,092.5 227 434 62 77 988.5 149.5 1.90 243 60.8

（ 384 ) （ 50,574.5 ) （ 202 ) （ 365 ) （ 63 ) （ 79 ) （ 871.5 ) （ 113.5 ) （ 1.72 ) （ 207 ) （ 53.9 )

200～299 121 27,287.0 129 240 20 46 541.0 76.5 1.98 77 63.6

（ 121 ) （ 27,134.5 ) （ 113 ) （ 211 ) （ 15 ) （ 30 ) （ 467.0 ) （ 58.0 ) （ 1.72 ) （ 68 ) （ 56.2 )

300～499 91 31,952.5 148 249 23 54 595.0 87.0 1.86 49 53.8

（ 91 ) （ 32,029.0 ) （ 140 ) （ 228 ) （ 27 ) （ 64 ) （ 567.0 ) （ 90.5 ) （ 1.77 ) （ 44 ) （ 48.4 )

500～999 54 33,598.0 187 239 16 49 653.5 61.0 1.95 30 55.6

（ 52 ) （ 33,040.5 ) （ 182 ) （ 222 ) （ 14 ) （ 56 ) （ 628.0 ) （ 78.5 ) （ 1.90 ) （ 26 ) （ 50.0 )

1,000以上 18 61,526.0 348 589 15 45 1,322.5 133.5 2.15 12 66.7

（ 18 ) （ 59,972.0 ) （ 325 ) （ 564 ) （ 14 ) （ 36 ) （ 1,246.0 ) （ 107.5 ) （ 2.08 ) （ 11 ) （ 61.1 )

注 １(1)①の表と同じ

② 障害種別雇用状況

注 １(1)②表と同じ

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

Ｆ．うち新規雇用分

法定雇用率達成企業
の割合

法定雇用率達成企
業の数

実雇用率
Ｅ÷②×100

企業数 Ｅ． 計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｂ．重度以外の身
体障害者、知的障
害者又は精神障
害者

Ａ.重度身体障害
者又は重度知的障
害者

Ｃ.重度身体障害者
又は重度知的障害
者である短時間労働
者

Ｄ．身体（重度以
外）、知的（重度以
外）又は精神である
短時間労働者

９
 

詳
細
表

 
 

②身体障害者の数 ③知的障害者の数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 4,782.5 945 1,257 78 100 3,275.0 249 532 85 97 1,163.5 278 132 344.0

（ 4,479.5 ) （ 889 ) （ 1,230 ) （ 81 ) （ 113 ) （ 3,145.5 ) （ 235 ) （ 468 ) （ 82 ) （ 91 ) （ 1,065.5 ) （ 212 ) （ 113 ) （ 268.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
50～99 682.0 115 185 16 21 441.5 40 89 11 19 189.5 42 18 51.0

（ 700.0 ) （ 114 ) （ 195 ) （ 20 ) （ 26 ) （ 456.0 ) （ 48 ) （ 88 ) （ 10 ) （ 13 ) （ 200.5 ) （ 37 ) （ 13 ) （ 43.5 )

100～199 988.5 171 267 9 18 627.0 56 107 53 20 282.0 60 39 79.5

（ 871.5 ) （ 143 ) （ 243 ) （ 13 ) （ 27 ) （ 555.5 ) （ 59 ) （ 79 ) （ 50 ) （ 20 ) （ 257.0 ) （ 43 ) （ 32 ) （ 59.0 )

200～299 541.0 90 140 15 15 342.5 39 60 5 16 151.0 40 15 47.5

（ 467.0 ) （ 89 ) （ 140 ) （ 12 ) （ 12 ) （ 336.0 ) （ 24 ) （ 39 ) （ 3 ) （ 10 ) （ 95.0 ) （ 32 ) （ 8 ) （ 36.0 )

300～499 595.0 128 154 15 12 431.0 20 57 8 18 114.0 38 24 50.0

（ 567.0 ) （ 115 ) （ 144 ) （ 15 ) （ 16 ) （ 397.0 ) （ 25 ) （ 55 ) （ 12 ) （ 24 ) （ 129.0 ) （ 29 ) （ 24 ) （ 41.0 )

500～999 653.5 155 145 10 13 471.5 32 54 6 9 128.5 40 27 53.5

（ 628.0 ) （ 152 ) （ 144 ) （ 7 ) （ 15 ) （ 462.5 ) （ 30 ) （ 49 ) （ 7 ) （ 12 ) （ 122.0 ) （ 29 ) （ 29 ) （ 43.5 )

1,000以上 1,322.5 286 366 13 21 961.5 62 165 2 15 298.5 58 9 62.5

（ 1,246.0 ) （ 276 ) （ 364 ) （ 14 ) （ 17 ) （ 938.5 ) （ 49 ) （ 158 ) （ 0 ) （ 12 ) （ 262.0 ) （ 42 ) （ 7 ) （ 45.5 )

D．精神障害者
である短時間
労働者

④精神障害者の数
Ｃ． 計
C＋D×0.5

Ａ.重度知的障
害者

Ｂ．重度以外の
知的障害者

Ｃ．重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｅ． 計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

C.精神障害者Ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間労
働者

区分

①
障害者の数 Ｅ． 計

Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ｂ．重度以外の
身体障害者

Ｃ．重度身体障
害者である短
時間労働者

Ａ.重度身体障
害者

Ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間労
働者



(3) 産業別の雇用状況
① 概況

企業 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

産業計 1,336 251,922.5 1,194 2,067 163 329 4,782.5 1.90% 754 56.4

（ 1,333 ） （ 249,358.5 ） （ 1,124 ） （ 1,910 ） （ 163 ） （ 317 ） （ 4,479.5 ） （ 1.80% ） （ 697 ） （ 52.3 ）

企業 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

農,林,漁業 3 282.5 0 7 0 0 7.0 2.48 3 100.0

（ 2 ） （ 228.0 ） （ 0 ） （ 2 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 2.0 ） （ 0.88 ） （ 1 ） （ 50.0 ）

鉱業,採石業,砂利採取業 1 70.0 0 2 0 0 2.0 2.86 1 100.0

（ 1 ） （ 70.0 ） （ 0 ）（ 2）（ 0）（ 0）（ 2.0 ） （ 2.86 ） （ 1 ） （ 100.0 ）

建設業 37 4,366.5 18 30 0 1 66.5 1.52 19 51.4

（ 31 （ 3,784.5 ） （ 16 ）（ 27 ）（ 0）（ 0）（ 59.0 ） （ 1.56 ） （ 17 ） （ 54.8 ）

製造業 434 79,803.5 410 722 18 27 1,573.5 1.97 270 62.2

（ 440 ） （ 78,907.5 ） （ 403 ）（ 657 ）（ 22 ）（ 35 ）（ 1,502.5 ） （ 1.90 ） （ 243 ） （ 55.2 ）

2 129.5 0 0 0 0 0.0 0.00 0 0.0

（ 2 ） （ 135.5 ） （ 0 ）（ 0）（ 0）（ 0）（ 0.0 ） （ 0.00 ） （ 0 ） （ 0.0 ）

情報通信業 26 4,549.0 15 21 1 4 54.0 1.19 6 23.1

（ 25 ） （ 4,456.0 ） （ 13 ）（ 17 ）（ 1）（ 3）（ 45.5 ） （ 1.02 ） （ 4 ） （ 16.0 ）

運輸業,郵便業 89 11,775.5 67 101 7 26 255.0 2.17 61 68.5

（ 90 ） （ 12,094.5 ） （ 53 ）（ 101 ）（ 7）（ 26 ）（ 227.0 ） （ 1.88 ） （ 54 ） （ 60.0 ）

卸売業,小売業 172 58,320.5 261 489 26 65 1,069.5 1.83 70 40.7

（ 170 ） （ 58,800.5 ） （ 254 ）（ 478 ）（ 21 ）（ 69 ）（ 1,041.5 ） （ 1.77 ） （ 66 ） （ 38.8 ）

16 10,941.0 62 69 2 2 196.0 1.79 7 43.8

（ 17 ） （ 10,945.5 ） （ 63 ）（ 67 ）（ 3）（ 3）（ 197.5 ） （ 1.80 ） （ 7 ） （ 41.2 ）

15 2,494.0 9 16 0 3 35.5 1.42 6 40.0

（ 14 ） （ 2,435.5 ） （ 6 ）（ 14 ）（ 1）（ 1）（ 27.5 ） （ 1.13 ） （ 6 ） （ 42.9 ）

学術研究,専門･技術サービス業 20 2,472.0 5 14 0 1 24.5 0.99 7 35.0

（ 23 ） （ 2,706.0 ） （ 6 ）（ 13 ）（ 1）（ 0）（ 26.0 ） （ 0.96 ） （ 9 ） （ 39.1 ）

41 4,562.0 13 36 4 17 74.5 1.63 21 51.2

（ 44 ） （ 4,793.0 ） （ 9 ）（ 38 ）（ 6）（ 14 ）（ 69.0 ） （ 1.44 ） （ 25 ） （ 56.8 ）

生活関連サービス業,娯楽業 30 4,320.5 34 40 8 23 127.5 2.95 19 63.3

（ 31 ） （ 4,280.5 ） （ 31 ）（ 25 ）（ 4）（ 27 ）（ 104.5 ） （ 2.44 ） （ 14 ） （ 45.2 ）

25 3,175.0 11 10 1 1 33.5 1.06 9 36.0

（ 25 ） （ 3,208.0 ） （ 9 ）（ 12 ）（ 0）（ 1）（ 30.5 ） （ 0.95 ） （ 9 ） （ 36.0 ）

医療,福祉 272 39,672.5 196 302 81 105 827.5 2.09 186 68.4

（ 269 ） （ 38,630.5 ） （ 184 ）（ 290 ）（ 78 ）（ 103 ）（ 787.5 ） （ 2.04 ） （ 183 ） （ 68.0 ）

15 4,895.0 17 36 4 2 75.0 1.53 7 46.7

（ 17 ） （ 5,029.0 ） （ 16 ）（ 36 ）（ 3）（ 3）（ 72.5 ） （ 1.44 ） （ 5 ） （ 29.4 ）

サービス業 138 20,093.5 76 172 11 52 361.0 1.80 62 44.9

（ 132 ） （ 18,854.0 ） （ 61 ）（ 131 ）（ 16 ）（ 32 （ 285.0 ） （ 1.51 ） （ 53 ） （ 40.2 ）

注 １(1)①の表と同じ
※ 産業計はその他分類不能の産業を含む。

⑥
法定雇用率達成
企業の割合

⑤
法定雇用率達成
企業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ． 計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｄ．身体（重度
以外）、知的
（重度以外）又
は精神である
短時間労働者

Ａ.重度身体障
害者又は重度
知的障害者

③ 障害者の数
Ｃ.重度身体障
害者又は重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｂ．重度以外の
身体障害者、
知的障害者又
は精神障害者

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

複合サービス事業

①
企業数

宿泊業,飲食サービス業

金融業,保険業

電気・ガス・熱供給・水道業

区分

不動産業,物品賃貸業

教育,学習支援業

１
０
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細
表



② 障害種別雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人人

産業計 4,782.5 945 1,257 78 100 3,275.0 249 532 85 97 1,163.5 278 132 344.0

（ 4,479.5 ) （ 889 ) （ 1,230 ) （ 81 ) （ 113 ) （ 3,145.5 ) （ 235 ) （ 468 ) （ 82 ) （ 91 ) （ 1,065.5 ） ( 212 ) ( 113 ) ( 268.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

農,林,漁業 7.0 0 6 0 0 6.0 0 1 0 0 1.0 0 0 0.0

（ 2.0 ） （ 0 ） （ 2 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 2.0 ） （ 0 ) （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ）

鉱業,採石業,砂利採取業 2.0 0 2 0 0 2.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0

（ 2.0 ） （ 0 ） （ 2 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 2.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ）

建設業 66.5 18 25 0 1 61.5 0 1 0 0 1.0 4 0 4.0

（ 59.0 ） （ 16 ） 22 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 54.0 ） （ 0 ） （ 1 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 1.0 ） （ 4 ） （ 0 ） （ 4.0 ）

製造業 1,573.5 337 405 12 8 1,095.0 73 217 6 7 372.5 100 12 106.0

（ 1,502.5 ） （ 322 ） （ 396 ） （ 15 ） （ 15 ） （ 1062.5 ） （ 81 ) （ 188 ) （ 7 ) （ 12 ） （ 363.0 ） （ 73 ） （ 8 ） （ 77.0 ）

0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0

（ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ）

情報通信業 54.0 14 16 1 1 45.5 1 1 0 0 3.0 4 3 5.5

（ 45.5 ） （ 12 ） （ 11 ） （ 1 ） （ 2 ） （ 37.0 ） （ 1 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 0 ） （ 4.0 ） （ 4 ） （ 1 ） （ 4.5 ）

運輸業,郵便業 255.0 59 77 6 7 204.5 8 15 1 4 34.0 9 15 16.5

（ 227.0 ） 48 ） 75 ） （ 6 ） （ 8 ） （ 181.0 ） （ 5 ) （ 17 ) （ 1 ) （ 5 ） （ 30.5 ） （ 9 ） （ 13 ） （ 15.5 ）

卸売業,小売業 1,069.5 198 296 16 20 718.0 63 141 10 16 285.0 52 29 66.5

（ 1,041.5 ） （ 200 ） （ 307 ） （ 11 ） （ 21 ） （ 728.5 ） （ 54 ) （ 127 ) （ 10 ) （ 22 ） （ 256.0 ） （ 44 ） （ 26 ） （ 57.0 ）

196.0 62 60 2 2 187.0 0 0 0 0 0.0 9 0 9.0

（ 197.5 ） （ 63 ） （ 60 ） （ 3 ） （ 3 ） （ 190.5 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 7 ） （ 0 ） （ 7.0 ）

35.5 7 11 0 1 25.5 2 2 0 0 6.0 3 2 4.0

（ 27.5 ） （ 4 ） （ 11 ） （ 1 ） （ 0 ） （ 20.0 ） （ 2 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 0 ） （ 6.0 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1.5 ）

学術研究,専門･技術サービス業 24.5 5 12 0 0 22.0 0 0 0 0 0.0 2 1 2.5

（ 26.0 ） （ 5 ） （ 10 ） （ 1 ） （ 0 ） （ 21.0 ） （ 1 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ） （ 2.0 ） （ 3 ） （ 0 ） （ 3.0 ）

74.5 11 22 4 0 48.0 2 11 0 10 20.0 3 7 6.5

（ 69.0 ） （ 5 ） （ 24 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 36.5 ） （ 4 ) （ 8 ) （ 4 ) （ 8 ） （ 24.0 ） （ 6 ） （ 5 ） （ 8.5 ）

生活関連サービス業,娯楽業 127.5 8 12 5 3 34.5 26 24 3 7 82.5 4 13 10.5

（ 104.5 ） （ 6 ） （ 5 ） （ 3 ） （ 10 ） （ 25.0 ） （ 25 ) （ 17 ) （ 1 ) （ 8 ） （ 72.0 ） （ 3 ） （ 9 ） （ 7.5 ）

33.5 10 10 0 0 30.0 1 0 1 0 3.0 0 1 0.5

（ 30.5 ） （ 9 ） （ 12 ） （ 0 ） （ 1 ） （ 30.5 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0.0 ）

医療,福祉 827.5 144 180 21 40 509.0 52 74 60 31 253.5 48 34 65.0

（ 787.5 ） （ 140 ） （ 179 ） （ 25 ） （ 39 ） （ 503.5 ） （ 44 ) （ 73 ) （ 53 ) （ 26 ） （ 227.0 ） （ 38 ） （ 38 ） （ 57.0 ）

75.0 14 27 4 1 59.5 3 7 0 0 13.0 2 1 2.5

（ 72.5 ） （ 13 ） （ 29 ） （ 3 ） （ 0 ） （ 58.0 ） （ 3 ) （ 6 ) （ 0 ) （ 1 ） （ 12.5 ） （ 1 ） （ 2 ） （ 2.0 ）

サービス業 361.0 58 96 7 16 227.0 18 38 4 22 89.0 38 14 45.0

（ 285.0 ） （ 46 ） （ 85 ） （ 10 ） （ 13 ） （ 193.5 ） （ 15 ) （ 27 ) （ 6 ) （ 9 ） （ 67.5 ） （ 19 ） （ 10 ） （ 24.0 ）

③知的障害者の数②身体障害者の数 ④精神障害者の数
ｄ．精神障害者で
ある短時間労働
者

ｅ． 計
ｃ＋ｄ×0.5

不動産業,物品賃貸業

教育,学習支援業

複合サービス事業

宿泊業,飲食サービス業

区分

①
障害者の数

電気・ガス・熱供給・水道業

金融業,保険業

ｃ． 重度身体障
害者である短時
間労働者

ｃ.精神障害者b．重度以外の身
体障害者

ｅ． 計
a×２＋ｂ＋ｃ+d×
0.5

ａ.重度知的障害
者

ｃ． 重度知的障
害者である短時
間労働者

b．重度以外の知
的障害者

ｅ． 計
a×２＋ｂ＋ｃ+d×
0 5

ａ.重度身体障害
者

d. 重度以外の
身体障害者であ
る短時間労働者

d. 重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

詳
細
表

１
１



 (4) 民間企業における雇用状況の推移 群馬県
(各年６月１日現在)

対前年増減 対前年増減 対前年増減

56 1,450 150 1.38 0.10 58.1 4.4 注１

57 1,465 15 1.39 0.01 58.4 0.3 法定雇用率の推移は次のとおりである。

58 1,506 41 1.40 0.01 58.3 △ 0.1 ・ １．５％

59 1,584 78 1.40 0.00 57.6 △ 0.7 ・ １．６％

60 1,654 70 1.41 0.01 60.1 2.5 ・ １．８％

61 1,722 68 1.41 0.00 63.8 3.7 ・ ２．０％

62 1,632 △ 90 1.48 0.07 64.0 0.2

63 1,826 194 1.56 0.08 57.2 △ 6.8 注２

平成 元 年 1,903 77 1.58 0.02 59.5 2.3 障害者の数とは、次に掲げる者の合計である。

2 1,959 56 1.58 0.00 61.1 1.6 ～昭和62年

3 2,061 102 1.58 0.00 59.7 △ 1.4 ・ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

4 2,124 63 1.58 0.00 60.1 0.4 昭和63年～平成４年

5 2,183 59 1.59 0.01 56.5 △ 3.6 ・ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

6 2,184 1 1.59 0.00 57.1 0.6 ・ 知的障害者

7 2,192 8 1.59 0.00 60.1 3.0 平成５年～平成17年

8 2,195 3 1.59 0.00 61.0 0.9 ・ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

9 2,287 92 1.60 0.01 61.1 0.1 ・ 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

10 2,287 0 1.60 0.00 59.8 △ 1.3 ・ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

11 2,261 △ 26 1.54 △ 0.06 51.2 △ 8.6 平成18年～平成22年

12 2,194 △ 67 1.47 △ 0.07 48.5 △ 2.7 ・ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

13 2,237 43 1.43 △ 0.04 44.1 △ 4.4 ・ 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

14 2,273 36 1.47 0.04 45.8 1.7 ・    精神障害者

15 2,317 44 1.48 0.01 48.0 2.2 ・ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者

16 2,448 131 1.46 △ 0.02 46.8 △ 1.2 （精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

17 2,535 87 1.49 0.03 49.1 2.3 平成23年～

18 1.52 0.03 49.3 0.2 ・ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

19 1.48 △ 0.04 47.2 △ 2.1 ・ 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

20 1.50 0.02 47.4 0.2 ・ 精神障害者

21 1.56 0.06 47.0 △ 0.4 ・ 重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外身体障害者、重度以外知的障害者又は精神障害者である

22 1.62 0.06 51.6 4.2 短時間労働者（重度以外身体障害者、重度以外知的障害者又は精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

23 1.55 △ 0.07 46.4 △ 5.2

24 1.59 0.04 47.8 1.4

25 1.73 0.14 48.1 0.3

26 1.79 0.06 51.6 3.5

27 1.80 0.01 52.3 0.7

28 1.90 0.10 56.4 4.1

3,152.0

法定雇用率達成企業の
割合（％)

～昭和62年・・・・・・・・・・・

昭和63年～平成10年・・・・

平成11年～平成24年・・・・

平成25年～・・・・・・・・・・・

実雇用率(％)障害者の数(人)

164.52,699.5

2,997.0 118.0

2,879.0 179.5

4,782.5 303.0

4,479.5 111.5

年

4,368.0 297.0

4,071.0 344.5

3,726.5 133.0

3,593.5 218.0

155.0

3,375.5 223.5

１
２
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(5) 都道府県別の実雇用率等の状況
注

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成
企業の割合

(対前年増減)

全国 1.92  0.04 48.8 1.6  43,569 ／  89,359

北海道 2.06  0.11 51.5 1.6  1,677 ／  3,257

青森 1.98  0.09 54.2 2.7  473 ／  872

岩手 2.07  0.08 56.3 2.2  520 ／  923

宮城 1.88  0.09 50.0 3.4  706 ／  1,411

秋田 1.90  0.06 57.8 0.3  400 ／  692

山形 1.96  0.03 56.3 2.9  482 ／  856

福島 1.90  0.06 53.6 3.1  707 ／  1,319

茨城 1.90  0.07 53.9 0.8  753 ／  1,398

栃木 1.90  0.08 57.3 2.2  615 ／  1,074

群馬 1.90  0.10 56.4 4.1  754 ／  1,336

埼玉 1.93  0.07 49.0 3.2  1,389 ／  2,837

千葉 1.86  0.04 51.5 2.5  1,114 ／  2,163

東京 1.84  0.03 33.2 1.1  6,184 ／  18,640

神奈川 1.87  0.05 46.7 2.7  2,006 ／  4,295

新潟 1.93  0.08 57.8 3.4  993 ／  1,719

富山 1.96  0.05 57.5 1.3  557 ／  968

石川 1.88  0.02 56.5 2.2  537 ／  951

福井 2.31 △0.01 56.8 3.6  370 ／  651

山梨 1.92  0.09 56.3 0.5  312 ／  554

長野 2.02  0.04 60.2 0.7  908 ／  1,508

岐阜 1.95  0.06 56.7 1.7  792 ／  1,396

静岡 1.90  0.04 51.4 2.0  1,355 ／  2,635

愛知 1.85  0.04 47.2 1.8  2,662 ／  5,641

三重 2.04  0.07 60.8 5.1  635 ／  1,044

滋賀 2.09  0.11 58.8 △0.3  445 ／  757

京都 2.02  0.05 50.6 0.9  868 ／  1,714

大阪 1.88  0.04 45.3 1.3  3,265 ／  7,215

兵庫 1.97  0.00 51.9 0.1  1,599 ／  3,078

奈良 2.60  0.20 60.4 1.8  336 ／  556

和歌山 2.41  0.25 64.7 3.0  355 ／  549

鳥取 2.11  0.12 59.1 4.3  250 ／  423

島根 2.17  0.04 66.3 1.7  348 ／  525

岡山 2.45  0.16 53.2 1.9  719 ／  1,352

広島 1.99  0.04 48.2 0.9  1,023 ／  2,124

山口 2.47 △0.04 55.7 0.9  480 ／  861

徳島 2.09  0.05 63.7 △0.5  269 ／  422

香川 1.91  0.03 57.8 2.1  451 ／  780

愛媛 1.87  0.05 51.7 3.1  476 ／  920

高知 2.20  0.06 62.4 1.3  299 ／  479

福岡 1.95  0.07 51.2 1.0  1,732 ／  3,385

佐賀 2.43  0.06 73.1 1.8  399 ／  546

長崎 2.21  0.07 58.4 1.0  539 ／  923

熊本 2.19  0.00 57.4 1.1  662 ／  1,153

大分 2.46  0.03 61.2 2.5  462 ／  755

宮崎 2.32  0.08 66.9 △1.7  486 ／  727

鹿児島 2.16  0.07 61.5 2.5  672 ／  1,092

沖縄 2.34  0.05 60.4 0.1  533 ／  883

都道府県別の状況は、企業の主たる事務所（特例子会社等の認定を受けている企業にあっては、その親会社の主たる事務
所）が所在する都道府県において集計したものである。

法定雇用率達成企業の数
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(1) 群馬県の状況（法定雇用率 2.3％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

②
障害者の数（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人）

備考

合 計 5,982.0 142.5 2.38 0.0

群馬県知事部局 4,587.0 110.0 2.40 0.0

群馬県病院局 556.5 12.5 2.25 0.0

群馬県企業局 308.0 8.0 2.60 0.0

群馬県警察本部 530.5 12.0 2.26 0.0

(2) 群馬県教育委員会の状況（法定雇用率 2.2％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

②
障害者の数（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人）

備考

群馬県教育委員会 11,461.0 262.0 2.29 0.0

(3) 市町村の教育委員会の状況（法定雇用率 2.2％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

②
障害者の数（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人）

備考

合 計 1,839.5 42.0 2.28 0.0

前橋市教育委員会 399.0 9.0 2.26 0.0

高崎市教育委員会 949.0 21.0 2.21 0.0

伊勢崎市教育委員会 286.0 7.0 2.45 0.0

太田市教育委員会 160.0 4.0 2.50 0.0

利根沼田学校組合教育委員会 45.5 1.0 2.20 0.0

(2) ＋ (3) 13,300.5 304.0 2.29 0.0

注 １

2

3

２ 地方公共団体における障害者の在職状況

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数等を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、身体障害者（重度以外）、知的障害者（重度以外）又
は精神障害者である短時間障害者については法律上１人を０.５人に相当するものとして０.５カウントを行っている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが０となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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詳細表(4) 市町村の状況（法定雇用率 2.3％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合 計 13,777.0 334.0 2.42 1.0
前橋市 1,816.0 44.0 2.42 0.0
高崎市 2,280.0 54.0 2.37 0.0
桐生市 1,070.5 24.0 2.24 0.0  

伊勢崎市 1,036.0 25.0 2.41 0.0
太田市 977.5 23.0 2.35 0.0
沼田市 342.0 14.0 4.09 0.0  
館林市 675.5 17.0 2.52 0.0
渋川市 580.5 14.0 2.41 0.0
藤岡市 695.5 15.0 2.16 0.0
富岡市 354.0 8.0 2.26 0.0
安中市 672.5 15.0 2.23 0.0
みどり市 461.0 10.0 2.17 0.0
榛東村 85.0 1.0 1.18 0.0
吉岡町 82.0 2.0 2.44 0.0
神流町 86.0 2.0 2.33 0.0  

下仁田町 116.0 4.0 3.45 0.0
南牧村 59.0 3.0 5.08 0.0
甘楽町 191.0 4.0 2.09 0.0

中之条町 218.0 7.0 3.21 0.0
長野原町 72.5 1.0 1.38 0.0
嬬恋村 138.5 3.0 2.17 0.0
草津町 94.0 2.5 2.66 0.0
高山村 71.0 2.0 2.82 0.0

東吾妻町 114.0 3.0 2.63 0.0
片品村 84.5 3.0 3.55 0.0
川場村 47.0 1.0 2.13 0.0
昭和村 72.0 1.0 1.39 0.0

みなかみ町 193.0 7.0 3.63 0.0
玉村町 143.0 4.0 2.80 0.0
板倉町 237.0 4.0 1.69 1.0
明和町 73.0 1.0 1.37 0.0

千代田町 168.5 4.0 2.37 0.0
大泉町 362.0 8.5 2.35 0.0
邑楽町 109.0 3.0 2.75 0.0

(5) 法定雇用率2.3％が適用される教育委員会（法定雇用率 2.3％）
合 計 142.0 4.0 2.82 0.0

渋川市教育委員会 142.0 4.0 2.82 0.0

(6)その他の機関（法定雇用率 2.3％）
合 計 324.0 8.5 2.62 0.0

前橋市水道局 127.0 3.0 2.36 0.0
高崎市上下水道局 153.0 4.5 2.94 0.0
伊勢崎市水道局 44.0 1.0 2.27 0.0

法定雇用率 2.3％

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合 計 270.5 6.0 2.22 0.0
公立大学法人高崎経済大学 108.0 3.0 2.78 0.0
公立大学法人前橋工科大学 61.0 1.0 1.64 0.0
群馬県住宅供給公社 101.5 2.0 1.97 0.0

注 １

2

3

4

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数等を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者
については法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、身体障害者（重度以外）、知的障害者（重度以外）又は精神障害者である短時間
障害者については法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０となるこ
とをもって法定雇用率達成となる。

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が「０人」となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

法定雇用率2.3％が適用される教育委員会とは（任命権者が教育長である等により）法定雇用率2.2％が適用される一定の市町村の教育委員会
以外の教育委員会である。

３ 地方独立行政法人等における雇用状況
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